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日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

数々の危険からあなたをお守りしたい
桐栄サービスの願いです

職業賠償責任保険 会員または補助者が業務遂行にあたり法律上の賠
償責任を負い、損害賠償金を支払わなくてはなら
ないときに役立ちます。

団体所得補償保険 保険期間中に病気・ケガによって就業不能となっ
た場合、１カ月につき補償額をお支払いする制度
です。（最長１年間）

団体傷害疾病保険 保険期間中、国内外を問わず
１）日常の生活におけるさまざまな事故によるケ
　　ガを補償します。
２）病気による入院を日帰り入院より補償します。

測量機器総合保険 会員が所有し管理する測量機器について業務使用
中、携行中、保管中等の偶然の事故を補償します。

集団扱自動車保険 会員皆様の自動車はもとより補助者の方のマイ
カーも加入できます。

損害保険代理店　有限会社 桐栄サービス

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

損害保険ご紹介損害保険ご紹介
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　９月12日ホテルメトロポリタン山形を会場

に早稲田大学大学院法務研究科教授の山野目

章夫先生を講師にお迎えし、平成26年度第１

回研修会が、開催されました。山野目先生と

いえば、昨年当会の酒田での研修会で、大変

好評だった先生です。今年は「東日本大震災

と不動産登記制度」と題してご講義を頂きま

した。

　その中で特に興味深かったのが、①登記記

録のバックアップの重要性と完璧さでありま

す。あの東日本大震災の際、登記記録のバッ

クアップが完璧であったため、何のトラブル

も起こらなかったとのことです。戸籍記録や

車の登録記録は、まだまだ不安なところがあ

るとのことでした。

　②にスクリーンの映像に津波で半壊した建

物を映して、この建物をどのような登記処理

をすべきか？　宮城会からいらした先生の発

言で、「滅失登記はできない、しかしこの建

物が未登記だったら、表題登記も出来ない。」

という被災地ならではの回答もありました。

宮城会では法務局の依頼で建物の調査をした

そうですが、調査士は滅失と判定した後、登

記を回復した建物が相当数あったとのことで

した。理論上は「矛盾」する手続きが、被災

地では行われていることも再認識しました。

　③は、「共有地」を時効取得したときの判

決を得るのに、どのような判決にすべきか？

今までは考えもしませんでしたが、「共有者」

第１回研修会報告
業務研修部　齋　藤　幸　夫

の１人に対する判決は新取得者の所有権が証

拠により認定された判決でなければ、他の共

有者に対抗できないとのこと。等々

　この度の研修会は、実務に直結した事由に

ついて、わかりやすく説明していただきまし

た。大変、有意義な時間を過ごせたと思いま

す。大変お忙しい中、私たちのために時間を

さいて頂いた先生に深く御礼申し上げます。
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　公益社団法人山形県公共嘱託登記土地家屋

調査士協会通常社員総会が、去る平成26年８

月27日（水）午後１時から鶴岡市湯野浜温泉

「愉海亭みやじま」において開催された。

　総会は議長に森谷博明社員が就任し進行さ

れ、平成25年度事業報告及び収支決算承認は

じめ、すべての議案が可決された。また、新

年度事業・新年度予算が報告承認され新年度

は正式にスタートした。

　セレモニーは、吉村美栄子山形県知事・榎

本正規鶴岡市長はじめ多数のご来賓をお迎え

し和やかな中盛会におこなわれ、田中理事長

は挨拶の中で公益法人の役割を自認し低迷打

開のため新事業に取り組む決意を述べ、社員

各位に協力を求めた。

　顕彰は山形地方法務局長感謝状（法14条地

図）を山形地区長が拝受し、東海林敬前理事

長を始め退任された役員に対して、当協会よ

り協会運営の労らいと感謝を表された。

　また、嘱託登記の啓蒙事業として、加茂水

族館の嘱託登記の目録を榎本正規鶴岡市長へ、

当協会田中忍理事長と、公益社団法人山形県

公共嘱託登記司法書士協会折原博一理事長よ

り贈呈された。

　平成25年度の事業収入は７千７百万円と前

年度に対して約６百万円増加したが、非常に

厳しい状況が続いている。公益社団法人に移

行し１年経過した訳であるが、傍目の良い事

業に気がとられ、協会の財務が悪化するなら

　　　第29回通常社員総会開催される
広報委員　木　村　裕　次

ば本末転倒といわざるを得ない。先ずは足下

を見つめ直す時期とも思う。業績のよい協会

は、県・市町村が顕著であることから、当協

会の課題は正しくそこにある。本年度は不退

転の覚悟で臨まなければならない。

　総会の中で公益法人の役割を踏まえた平成

26年度新事業として、村上龍男鶴岡市立加茂

水族館館長を講師に、「クラゲと出会い…」

と題して一般公開講座を実施した。館長は成

功を導く秘訣として「ばかばかしいこと、人

から笑われることなど、常識にとらわれない

大胆さで、諦めずに挑戦すること」とユーモ

アを交えて話された。協会運営においても非

常に興味深く有意義な講座であった。

田中理事長
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《総会概要》

社員総数　　113名

出席社員数　103名

　内訳　本人出席　　58名

　　　　委任状出席　12名

　　　　書面決議　　33名

《顕　彰》

・�山形地方法務局長感謝状（法第14条第１項

地図作成作業）

　　�公益社団法人山形県公共嘱託登記土地家

屋調査士協会

・�全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡

協議会長表彰

　　東海林　　　敬　社員（前理事長）

　　冨　樫　庄　一　社員（前監事）

・�公益社団法人山形県公共嘱託登記土地家屋

調査士協会理事長感謝状

　　東海林　　　敬　社員（前理事長）

　　尾　花　　　博　社員（前副理事長）

　　渡　部　孝　弘　社員（前理事）

　　下　村　　　宏　社員（前監事）

《議　事》

議第１号　�平成25年度事業報告及び収支決算

承認について

議第２号　役員報酬支給承認について

議第３号　一時借入金の借入について

《新年度事業》

事業計画の主旨を次の４項目とする。

①地図作成作業の積極的参画及び提言

②�公益法人としての国民に対する役割の自己

認識と情報公開の在り方

③�嘱託登記業務の重要性、必要性の官公庁へ

の推進行動

④�コンプライアンスの順守とガバナンスの徹

底

１．業務関係

　１�　地図作成作業の積極的参画事業（法的

事業）

　＊不動産登記法第14条１項地図作成作業

　　�山形地方法務局から受託している事業で

あり、地図混乱により行政インフラ投資

が阻害されていた状況を解消するもので、

県民の財産である土地の権利の明確化、

相隣関係の安定化に寄与する事業である。

当協会は筆界（官公署との境界）を目視

できる、永久標識を無償で設置する。

　２　公益法人としての役割的事業

　＊公共用建物の無償登記

　　�県民、市民に愛されている建物等、登記

を通じ登記制度の啓蒙を図る。

　　�平成26年度事業については、鶴岡市「ク

ラゲドリーム館」を予定。

　＊研修会および公開講座

加茂水族館　村上龍男館長

(6) 平成26年10月 第 185 号土地家屋調査士 やまがた



　　�公共事業に関する研修会を社員のみなら

ず、官公署等の職員も含めた形式で実施

　＊新庄地区において定期情報交換会予定

　�＊�鶴岡市公開講座予定・講師：鶴岡市立加

茂水族館（クラゲドリーム館）館長（山

形県土地家屋調査士会後援）

　＊ホームページによる情報発信の充実

　　�組織の透明化により業務・財務・役員の

健全化を図る。広く一般市民に対し業務

等情報を発信し土地家屋調査士制度、不

動産登記制度の啓蒙を図る。

　３�　嘱託登記の重要性、必要性を啓蒙・推

進事業（法的事業）

　　�　国・地方公共団体等の公共用地取得、

法定道路・河川等の改良、改修整備事業

に伴う不動産の表示に関する嘱託登記を

登記所に代理申請する、本協会最重要の

事業である。

　　�　大量一括、地域密着により、成果のス

ムーズ且つ均質な業務処理を行う。

総会のようす

　４�　コンプライアンスの順守とガバナンス

の徹底

　＊�定款・規程・関係法令に基づく内部研修

会を実施する。

　＊�平成25年度に実施した各社員の事務所形

態に関するアンケート調査の結果を踏ま

え、適正な業務処理を行う。
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支 部 だ よ り支 部 だ よ り

山形支部第１回
研修会報告
山形支部
柏　屋　敏　秋

　本年７月23日（水）山形国際ホテルにおい

て、山形市部第１回研修会が開催されました。

　研修会は２部構成となっており、第１部は

法務局と事務打ち合わせと事例研修。第２部

は、平成26年度税制改正の解説でした。山形

支部の第１回研修会の内容としてすっかり定

着した感があります。

　詳細については書けませんが、主な内容に

ついて記載しますと、渡邉正彦総括表示登記

専門官により筆界特定についての申請件数の

傾向や申請内容の紹介がありました。また実

地調査について、省略できるのはどんな場合

なのか等の解説を頂きました。

　次に渋谷正博登記官により会員の質問に対

する回答と法務局から我々調査士に対する要

望についてのお話がありました。

　法務局からの要望は４点ありましたが、そ

の中から２点について書きますと、①地積測

量図や建物図面などの図面類はスキャナーで

読み取って保存するので、図面の文字はあま

り小さな文字を使わないで欲しい②登記官に

調査士が相談するときは相談票を提出してく

ださいとのことでした。

　税制改正については、主に不動産に関する

ものと、大改正のあった贈与税について解説

をいただきました。また最近話題のＮＩＳＡ

（ニーサ）についても解説がありました。

　平成26年８月27日、公益社団法人山形県公

共嘱託登記土地家屋調査士協会の第29回通常

社員総会が鶴岡市湯野浜温泉にて開かれまし

た。日本海を一望できる素晴らしい景色のあ

る中で、天候はあまり優れませんでしたが県

内多くの社員の方々が参加し、次年度に向け

た実りある総会だったと思います。

　その中で、記念講演として今年リニューア

ルオープン致しました、加茂水族館の館長で

あります村上龍男氏よりお話を頂きました。

演題は「クラゲと出逢い…」。一般の方々も

お招きしての講演でした。講演内容は、以前

の普通の水族館から現在世界一のクラゲ水族

館になるまでの試行錯誤や、クラゲ飼育の方

法をクラゲの研究等でノーベル賞を受賞され

た下村氏への問い合わせた１通の手紙がきっ

かけに始まったことなど、水槽の中で泳ぐ優

雅なクラゲとは全く異なった相当な困難や苦

労した話を聴かせて頂きました。その話の中

で「いい加減に生きる」ことが必要だと館長

クラゲ館長と
出会い
米沢支部
鈴　木　智　春
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　平成26年８月５日（火）ホテルサンチェ

リーにおいて、寒河江支部業務研修会が開催

されました。

　研修の内容は、平成26年７月23日に宮城会

で開催された研修会の伝達講習ということで

以下のとおりです。

１．「調査・測量実施要領」の追録について

２�．「土地家屋調査士事務所形態・報酬実態

調査報告書」

３．「認証局移行に係る重要なお知らせ」

　１の細かい内容といたしましては、調測要

領の発行・改訂の変遷と今回の追録の筆界特

定手続、民間紛争解決手続について、これか

らの調測要領についてです。２といたしまし

ては、平成25年度の土地家屋調査士事務所形

態・報酬実態調査報告書についてです。これ

は連合会のホームページでも見られるようで

す。３といたしましては、これまではICカー

ドで電子署名をしていましたが、これからは

ICカードに換えて、ファイル形式の電子証

明書を使用するということです。

　講師は荒木友博会員と私、古関が担当しま

した。私は調査士会に入会して５年目となり

ますが、講師をするのは今回が初めてでした。

講師をやってみてわかったことは、研修会の

前にかなり時間をかけて準備をしなければな

らず大変ですが、時間をかけた分、逆に自分

の勉強にもなるということです。とても緊張

は語っております。それによりユーモアが生

まれ人に興味を持ってもらえる、人から笑わ

れるような発想こそが本当のアイディアを

生むとの事です。また、「絶対にあきらめる

な」ダメな時でも「それでもあきらめない」

ことが必要だと語っておりました。この２つ

の言葉はどの業界にもというよりは、人とし

て必要だと感じます。しかし、忘れがちな言

葉でもあります。日常では「真面目に生きな

ければ」や「ダメな時はダメ」が先行してそ

の先に何も生まない事が多い中で、館長は経

験した苦労や困難を乗り越えるために、その

先にたどり着くために見出した突破口の一手

段の言葉だったのかと思います。

　この講演を終始面白く語り会場内は笑いが

絶えずとても盛上りましたし、本当に苦労し

て水族館を立て直すためにあちこち紛糾する

自分の姿を、講演でしかも初見の方々に笑っ

て話せる館長の人としての深さにもとても感

銘を受けました。面白い話を交えたその裏側

にある深さや言葉の重みに聞き入ってしまい、

そのせいなのか、クラゲの生態についての説

明もございましたがあまり憶えていません

（スミマセン）。

　館長の講演後、最初はあまりクラゲには興

味がありませんでしたが、今度水族館に行っ

てみたいと思うようになりました。生態につ

いては実際に観て勉強します。皆様方も機会

あれば様々な視点から水族館を楽しめると思

いますので、館長の講演会等を一度聴いてか

ら観るのもおススメかと思います。

寒河江支部
業務研修会開催
寒河江支部
古　関　亮　太
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会誌を読んで

北村山支部
菅　野　　　信

新庄支部広報

新庄支部
海　藤　祐　二

しましたが、なんとか先輩方の助言などに助

けられ、無事にやりきることができました。

　研修会終了後、司法書士寒河江支部との合

同ビアパーティーが開かれました。頑張った

分、その時飲んだビールは格別においしかっ

たです。

　寒河江支部会員の皆様方、聞き苦しい点や

不手際が多々ございましたが、ご清聴ありが

とうございました。大変お疲れ様でした。

　このたび、連合会誌８月号が届いた。

　会津支部会員の寄稿 愛しき我が会、我が

地元「もう一度、只見線」を読む。春に訪れ

た時、この地の復旧工事は忘れ去られてし

まったのだろうか思うような酷い状況であっ

たから、支部会員の熱意は手に取るように理

解できた。早速「只見線応援団」に応募した

ところ、数分で福島県庁のサイトに繋がり、

復旧の兆しを感じ喜んでいる。

　このように、会誌が会員だけの情報誌にと

どまらず、社会に貢献する情報誌としての役

割も果たしていることを改めて実感したとこ

ろである。

　以前、東日本大震災後、某協会誌に岩手県

建築士会女性委員による復興援助の記事が掲

載され、募金した事があった。しばらくして、

啄木の短歌と、宮沢賢治の「アメニモマケ

ズ」の詩に、茅葺屋根を撮りこんだ農村風景

の写真を挿入して仕上げた「いわて芝棟もの

がたり」という素敵な小冊子が届き、嬉しい

思いをしたこともある。いずれも、自分の職

業に誇りを持ち、地元を愛でる気持ちの強い

ことが伝わってくる。自分もなるべく地域活

動に関わり、日頃の恩返しを成していきたい。

　本年度第１回の支部研修会が７月17日に新

庄市民文化会館を会場に行なわれました。

　現在、調査士業務と並行して、測量設計に

も携わる矢作賢紀会員に講師をお願いし、第

一部として道路の路線測量、測量設計業務に

ついての講義、第二部として宅地造成につい

ての講義を受けました。

　第一部では、実際に行なわれた市町村道の

測量設計業務について、調査・測量から計

画・設計に至る業務の手順や、その際の留意

点などが紹介されました。我々調査士も嘱託

登記等では用地買収を伴う業務を扱うものの、

調査測量の段階から業務に入ることは稀なた

め、大変興味深い内容でした。

　第二部では、宅地造成について、まず、関

係法規の研修を行ないました。開発許可、宅

地造成等に関する規制等について、資料を交

えながら講義を受けました。この分野は調査

士の隣接業務でもあるため、法規については

しっかり知識として身に付けておくべきだと

思いました。また、盛土切土計算の際のメッ
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さんま祭りが開催

山形支部
柏　屋　敏　秋

　平成26年９月21日、山形市の霞城公園にお

いて「気仙沼さんま祭りin山形」が開催され、

多くの人で賑わいました。

　「やまがた気仙沼会」が開催したもので、

今年で３回目になります。過去２回の開催で

認知度が高まったことと、好天にも恵まれて、

開始予定の１時間前には約500人が列をつく

り、30分早めて対応され、2,400匹のさんま

が無料でふるまわれました。

シュの切り方などは勉強になりました。

　研修を終えて思うことは、調査士はプロの

集団であり、時として、わからない、では済

まされない時もあり、そのためには日々、多

様な業務に対応できる知識を身に付けておく

ことが肝要であるということです。日々研鑽

を怠らない調査士でありたいと思います。

７月

　17日　第４回常任理事会
　31日　�全国一斉不動産表示登記無料相談会

（山形）
８月

　７日　第２回合同役員会
　 〃 　支部長会議
　19日　第５回会館問題打合会
　 〃 　第５回常任理事会
　22日　第１回総務部会
　 〃 　第１回広報・社会事業部会
　27日　�㈳山形県公共嘱託登記土地家屋調査

士協会社員通常総会
� 鶴岡市湯の浜温泉「みやじま」
９月

　10日　�非調査士実態調査（本局、寒河江・
酒田各支局、村山出張所）

　12日　�第１回業務研修会『ホテルメトロポ
リタン山形』

　19日　東北ブロック協議会第４回理事会　
� 宮城会
　21日　�岩手会小笠原九二男氏黄綬褒章受章

祝賀会　盛岡市
　25日　

第１回全国会長会議　東京都
　26日
　30日　第６回常任理事会

◎退会者

　齋藤　和義（鶴岡支部）７月31日退会
　川原　政幸（酒田支部）８月29日退会
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ご近所グルメ
第10回　小腹がすいたら

平成26年10月末日
会　員　各　位

山形県土地家屋調査士会　会長　山川　一則
広報・社会事業部長　今野　　繁

土地家屋調査士制度広報タオルのご案内
　晩秋の候　皆様にはお元気でご活躍のことと拝察いたします。また、当会会務運営につ
きましては、ご協力とご理解を頂き厚くお礼申し上げます。
　さて、平成26年度広報事業の一環として制度広報用タオルを製作いたしました。つきま
しては常日頃から土地家屋調査士制度の社会的意義や具体的な業務内容をさらに多くの市
民に認知していただくために、また、日常業務でお世話になった皆様への『広報グッズ』
としてご活躍いただきたいと存じます。

記
１　頒 布 価 格　１枚120円（税込　送料は別途）
２　ご注文単位　10枚単位でお申し込みください。

　朝夕の肌寒さと、夕暮れ時の空腹に秋を感

じる今日この頃です。

　しかしポッコリお腹が気になるので夕飯ま

で我慢します。ところが、うっかりあの店の

前を通ろうものなら我慢できません。気づけ

ば手にしたTONGSの先には……

　そう、“ラ・プロバンス”の“カマンベー

ルノア”です。くるみが練りこまれたあっさ

りとした生地

にたっぷりの

カマンベール

チーズが詰め

込まれたパン

ですが、あの

独特なカマンベール感はそれ程でもないので

苦手な方でも大丈夫！くるみの香ばしさと濃

厚なチーズがたまりません。あっという間に

完食であります。一個じゃ足りない！買占め

ます！

　たまに売

り切れの時

もあります

が、焼きた

てが出てく

るのではと

粘ってみたりします。

　大野目と松見町にお店がありますので気に

なった方はぜひ。� （編集３号）
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1948年、山形市生まれ。月刊「ほいづん」
編集・発行人。ＦＭ山形番組審議委員長な
ど、2004年４月からラジオモンスターで介
護保険のラジオ番組を担当している。

伊 藤 美代子

月刊「ほいづん」編集･発行人

伊　藤　美代子

だから行けって言ったのに

　友人の夫が68歳の若さで亡くなった。肺癌だ
と聞いていたから、予想はしていたがそれにし
ても早かったなあ。
　お葬式の後、残された友人が悔しそうに言っ
た。
「旦那はひどい咳が続いて、私は医者に行けっ
てずっと言っていたのよ。なのに行かなくって。
自分で医者に行ったときには遅かったのね。抗
がん剤治療でがんは小さくなったけど、咳がひ
どかったから気管が裂けてしまったみたい」
　がんが小さくなっても、気管支が裂けるほど
咳が止まらないのって、想像するとすごくな
い？
　別の友人が言った。
「男って妻から命令されるのが嫌なんだろうね。
特に医者に行けって言われるのがいやみたい。
わかっているけどお前に言われたら行きたくな
くなった、って私も言われたもの。結局臆病な
のよ」
「わっかるー」と一同うなずいた。
　確かに私の周りにもいる、いる。妻はちょっ
と血圧が高い、熱があるみたい、足が痛いと
いっては医者に行く。「先生が、旦那さんも診
察に来るようにって言っていたよ」と妻に言わ
れて「なぜおれに直接言わないでお前に言うん
だ」と無茶苦茶なことを言うんだって。
　医者に行っても自分の注射は絶対見られない、
メスで切開だなんてとんでもない、出産立ち合
いで卒倒した若いパパもいるしなあ。

「女性はね、出産す
るから血を見ても平
気なのよ」という人
がいる。「毎月月経
があるから血を見る
のは慣れているの
よ」。それもそうだ。

が、女性は男性より生きる根性ができているの
ではないか、とも思うことが多い。たとえばひ
とり親家庭。昔は母子家庭が多かったが、生活
が大変だと国に働きかけ、時には国政選挙の圧
力団体にもなって、様々な権利を勝ち取ってき
た。
　父子家庭は、男は仕事があるから経済的には
苦労しないといわれてきた。けれど、子どもを
引き取れば残業できない、出張できない、家事
もできない。だから父子家庭も大変なのだが、
意地があるのか困ったといえず、組織を作るこ
とをしなかった。
　近ごろは若いパパたちが主張し始め、やっと
児童手当などを父子家庭でももらえるように
なった。母子家庭はお金がないから必死で訴え
なければならなかったが、こうした覚悟が違っ
たのだろうと思う。
　男が偉いという幻想は終わった（といったら
嫌われるだろうなあ）。男は強くなければ、泣
いてはいけない、と作られた強いイメージが付
きまとい、強がりを言っているが本当は気が弱
いのだ。医者から「酒を飲むな」「たばこはだ
め」と言われるのが怖くって寿命を縮めている
としたら、残された家族が大変だ。
　しかし２週間ほどたったころ、友人は言った。
「あら、大丈夫よ、生命保険ももらえるし遺族
年金はあるし、これからは私の人生。まず旅行
したいな、ね、行かない？」
　やっぱり女性の方が強いのだ。
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1948年、山形市生まれ。月刊「ほいづん」
編集・発行人。ＦＭ山形番組審議委員長な
ど、2004年４月からラジオモンスターで介
護保険のラジオ番組を担当している。

伊 藤 美代子

月刊「ほいづん」編集･発行人

伊　藤　美代子

ほんのひとり言ですが…

企業の情報誌、フリーペーパーの編集や布小物の企
画・販売を手がけながら「気持ちの良い暮らし方」
を提案している。http://www9.ocn.ne.jp/~mawmaw/

佐藤 昌子
アトリエ・ミューズ企業組合 副理事
Produced by Maw-Maw(マウマウ)代表

　初めにお伝えしておきますが、タイトルは私自身
のことではありません……(笑)
　『三行半』という言葉があります。江戸時代に庶
民が離婚する際用いた離縁状の一つで、江戸時代に
は字を書けない人も多かったことから、３本の線と
その半分の長さの線を１本書くことで“離縁状”と
する風習があり、一般的にはそれが『三行半』と呼
ばれる所以となっています。４本の線を書くだけで
離婚が成立する時代というのはなかなか想像しにく
いですが、その土地、その時代の様々な風習には興
味深いものが多いですね。
　そういえば、フィリピンには離婚制度がないとか。
離婚したい時は裁判所に申し立てを行い、『婚姻無
効』という判決を得る必要があると言います。つま
り離婚歴が付かないというわけです。日本のように
『バツイチ』という言葉がフィリピンにはありえな
いことなんですね。
　福祉大国として知られるフィンランドでは一部地
域で離婚率が80％を超えると言います。理由とし
て、半年間住所が別だと自動的に『離婚』とされる
ことも要因としてあるようで、これもまた日本では
考えられないことです。
　フィンランドの隣国スウェーデンでは、一方が
『離婚したい』と申し出れば離婚が成立すると……。
フィンランドほどではありませんが、当然スウェー
デンの離婚率もかなり高くなってしまうようです。
　さて、ここで先日の話。スコットランドがイギリ
スから離脱するというニュースを盛んに新聞、テレ
ビなどのマスコミが取り上げました。イングラン
ド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド
からなるグレートブリテン及び北アイルランド連合
王国からスコットランドが独立するという突如沸き
起こったこのニュースは大きな話題を呼びました。
元々300年前にグレートブリテン王国が成立するま
ではスコットランド王国という一つの国だったス
コットランド。平等的な合併ということで300年前
イングランドと合併しましたが、新国家の議会や王
宮などはイングランド王国に置かれ、イングランド
による不公平な併合だったと見るスコットランド人
も多いようです。これまでにもスコットランド独立
賛成派の支持はありましたが、少し前の世論調査で

独立賛成派が独立反対派を支持率で逆転。独立への
機運が高まりました。そんな中、イギリスのキャメ
ロン首相がスコットランド独立に警鐘を鳴らし、反
発。独立のデメリットとして『同じ通貨を使わな
い』『軍隊の分裂』『年金削減』などを挙げ、独立を
『痛みの伴う離婚』と称しました。離婚には大きな
代償を払うことになると盛んに発言したのが功を奏
した？のか、スコットランドの独立は回避。イギリ
スの分裂という事態に発展することはありませんで
した。世界で最も大きい代償を支払う離婚騒動を見
て、フィンランドやスウェーデンの人々がどう思っ
たのか、大変気になるところですが……。スコット
ランド独立騒動の影響を受けてか、スペイン・カタ
ルーニャ地方の独立騒動が注目を集めています。大
都市バルセロナのあるカタルーニャ州でも、スペイ
ンからの独立を問う住民投票を行う動きがあり、バ
ルセロナではデモも行われ、160万人とも言われる
参加者がスペインからの独立を訴えました。財政危
機を抱えたスペインではカタルーニャ地方でも民衆
の不満が噴出。独立を決める住民投票の実施に関す
る法案が可決され、今年の11月９日、住民投票が
行われようとしています。スコットランドでは世論
は半分に割れていましたが、カタルーニャ地方では
独立支持の声のほうが強いだけに、今後が注視され
ることとなりそうです。
　将来、日本でも北海道や沖縄の独立問題が発生す
る……なんてことも!?日本人は他の国と違って国内
の独立問題は現実味がなくピンと来ないかもしれま
せんが、仮にそうなった場合、国の財産や権力の設
置場所など様々な問題が発生してきます。江戸時代
の離婚のように４本の線を引いて、はい別れましょ
う……と、そんな簡単にはいかない話だけに、そん
な問題が発生しないことを願うばかり。ま、そんな
ことはないでしょうけど。

離婚と独立　
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親子間の金銭の無償貸付け

Ｑ�：親子間でお金をただで貸したら、贈与税がかかるこ
ともありますか？

Ａ�：場合によっては、贈与税がかかることもあります。
【解説】
　金銭消費貸借契約には、利息付消費貸借契約と無利息消費貸
借契約がありますので、ただでお金を貸すという契約は成立し
ます。
　次に利息ですが、これについては、次のように取り扱われて
います。
①�利息の支払いに関する約定の定めがあるものは、その約定に
よる利息とする。
②�①以外で商人間の取引である場合は、商事法定利率（年
６％）による。
③�①以外で商人間以外の取引である場合は、民事法定利率（年
５％）による。
　ところで、贈与についてですが、相続税法では、対価を支払
わないで又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には、
その受けた利益の価額に相当する金額をその受けさせた者から
贈与により取得したものとみなして贈与税を課税することとし
ています。
　したがって、原則としては、贈与税の対象にな
るのですが、受贈額が少額であるときや課税上弊
害がないときには、強いて贈与税の課題対象にし
なくてよいこととしていますので、無償で貸付け
をする場合には、この辺り（返済の能力の有無、
借入れの理由、返済が条件どおりに行われている
か、経済的利益の額など）がクリアできているか
をよく検討しておく必要があろうかと思います。
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平成26年10月　発行

第185号

　年末が近づいてます！お仕事かなり詰まっ

ている方多いのではないでしょうか？土地家

屋調査士たるもの、現場測量、立会、いずれ

にしても天候に左右される業種でございます。

依頼者の要望で早急な対応を要する現場等あ

りますが、気をもめずに落ち着いて行動する

ことでミスが減ります。一歩現場に出れば危

険が伴いますので、無理をせずに心に余裕を

持って業務をこなすよう心がけましょう！

� 編集委員　倉知
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日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

数々の危険からあなたをお守りしたい
桐栄サービスの願いです

職業賠償責任保険 会員または補助者が業務遂行にあたり法律上の賠
償責任を負い、損害賠償金を支払わなくてはなら
ないときに役立ちます。

団体所得補償保険 保険期間中に病気・ケガによって就業不能となっ
た場合、１カ月につき補償額をお支払いする制度
です。（最長１年間）

団体傷害疾病保険 保険期間中、国内外を問わず
１）日常の生活におけるさまざまな事故によるケ
　　ガを補償します。
２）病気による入院を日帰り入院より補償します。

測量機器総合保険 会員が所有し管理する測量機器について業務使用
中、携行中、保管中等の偶然の事故を補償します。

集団扱自動車保険 会員皆様の自動車はもとより補助者の方のマイ
カーも加入できます。

損害保険代理店　有限会社 桐栄サービス

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

損害保険ご紹介損害保険ご紹介
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